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第３回智頭町議会定例会会議録 

 

平成３０年９月１９日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．諸般の報告 

 第 ３．議案第７１号 平成２９年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定につい 

            て 

 第 ４．議案第７２号 平成２９年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 第 ５．議案第７３号 平成２９年度智頭町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第 ６．議案第７４号 平成２９年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

            入歳出決算の認定について 

 第 ７．議案第７５号 平成２９年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第 ８．議案第７６号 平成２９年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第 ９．議案第７７号 平成２９年度智頭町農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 第１０．議案第７８号 平成２９年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第１１．議案第７９号 平成２９年度智頭町介護保険サービス事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第１２．議案第８０号 平成２９年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第１３．議案第８１号 平成２９年度智頭町水道事業会計決算の認定について 

 第１４．議案第８２号 平成２９年度智頭町病院事業会計決算の認定について 

 第１５．議案第６９号 専決処分について（平成３０年度智頭町一般会計補正予 

            算（第２号）） 

 第１６．議案第７０号 専決処分について（平成３０年度智頭町農業集落排水事 
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            業特別会計補正予算（第２号）） 

 第１７．議案第８３号 平成３０年度智頭町一般会計補正予算（第３号） 

 第１８．議案第８４号 平成３０年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算 

            （第２号） 

 第１９．議案第８５号 平成３０年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算 

            （第２号） 

 第２０．議案第８６号 平成３０年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予算 

            （第３号） 

 第２１．議案第８７号 平成３０年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第 

            ２号） 

 第２２．議案第８８号 平成３０年度智頭町水道事業会計補正予算（第２号） 

 第２３．議案第８９号 平成３０年度智頭町病院事業会計補正予算（第２号） 

 第２４．議案第９０号 町長の専決事項の指定の一部改正について 

 第２５．議案第９１号 智頭町税条例の一部改正について 

 第２６．議案第９２号 国民健康保険智頭病院看護師奨学金貸与条例の一部改正 

            について 

 第２７．議案第９３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 第２８．議案第９４号 智頭町教育委員会委員の任命について 

 第２９．陳情について 

 第３０．発議第 ５号 輝くまちづくり調査特別委員会の設置について 

 第３１．智頭町営火葬場調査特別委員会の調査結果について 

 第３２．閉会中の継続調査の申し出 

 第３３．議員派遣の件 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．諸般の報告 

 第 ３．議案第７１号 平成２９年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定につい 

            て 

 第 ４．議案第７２号 平成２９年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 
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 第 ５．議案第７３号 平成２９年度智頭町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第 ６．議案第７４号 平成２９年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

            入歳出決算の認定について 

 第 ７．議案第７５号 平成２９年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第 ８．議案第７６号 平成２９年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第 ９．議案第７７号 平成２９年度智頭町農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

            決算の認定について 

 第１０．議案第７８号 平成２９年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

 第１１．議案第７９号 平成２９年度智頭町介護保険サービス事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

 第１２．議案第８０号 平成２９年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 第１３．議案第８１号 平成２９年度智頭町水道事業会計決算の認定について 

 第１４．議案第８２号 平成２９年度智頭町病院事業会計決算の認定について 

 第１５．議案第６９号 専決処分について（平成３０年度智頭町一般会計補正予 

            算（第２号）） 

 第１６．議案第７０号 専決処分について（平成３０年度智頭町農業集落排水事 

            業特別会計補正予算（第２号）） 

 第１７．議案第８３号 平成３０年度智頭町一般会計補正予算（第３号） 

 第１８．議案第８４号 平成３０年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算 

            （第２号） 

 第１９．議案第８５号 平成３０年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算 

            （第２号） 

 第２０．議案第８６号 平成３０年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予算 

            （第３号） 

 第２１．議案第８７号 平成３０年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第 

            ２号） 
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 第２２．議案第８８号 平成３０年度智頭町水道事業会計補正予算（第２号） 

 第２３．議案第８９号 平成３０年度智頭町病院事業会計補正予算（第２号） 

 第２４．議案第９０号 町長の専決事項の指定の一部改正について 

 第２５．議案第９１号 智頭町税条例の一部改正について 

 第２６．議案第９２号 国民健康保険智頭病院看護師奨学金貸与条例の一部改正 

            について 

 第２７．議案第９３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 第２８．議案第９４号 智頭町教育委員会委員の任命について 

 第２９．陳情について 

 第３０．発議第 ５号 輝くまちづくり調査特別委員会の設置について 

 第３１．智頭町営火葬場調査特別委員会の調査結果について 

 第３２．閉会中の継続調査の申し出 

 第３３．議員派遣の件 

 

１．会議に出席した議員（１２名） 

    １番 都 橋 一 仁        ２番 安 道 泰 治 

    ３番 國 本 誠 一        ４番 河 村 仁 志 

    ５番 大河原 昭 洋        ６番 高 橋 達 也 

    ７番 岩 本 富美男        ８番 中 野 ゆかり 

    ９番 岸 本 眞一郎       １０番 酒 本 敏 興 

   １１番 大 藤 克 紀       １２番 谷 口 雅 人 

 

１．会議に欠席した議員（０名） 

 

１．会議に出席した説明員（１７名） 

   町 長   寺 谷 誠一郎 

   副 町 長   金 児 英 夫 

   教 育 長   長 石 彰 祐 

   病 院 事 業 管 理 者   葉 狩 一 樹 

   総 務 課 長   矢 部   整 

   企 画 課 長   酒 本 和 昌 
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   税 務 住 民 課 長   江 口 礼 子 

   教 育 課 長   國 岡 厚 志 

   地 域 整 備 課 長   迎 山 恵 一 

   山 村 再 生 課 長   山 本   進 

   地 籍 調 査 課 長   岡 田 光 弘 

   福 祉 課 長   小 谷 いず美 

   会 計 課 長   國 政 昭 子 

   税務住民課参事兼水道課長   藤 森 啓 次 

   総 務 課 参 事   福 安 教 男 

   福 祉 課 参 事   山 本 洋 敬 

   病 院 事 務 部 長   矢 部 久美子 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   柴 田 睦 子 

   書 記   金 谷 百 恵 

 

開 会 午前１０時３０分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達して

おりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、５番、大河原昭洋議員、

６番、高橋達也議員を指名します。 

 

日程第２．諸般の報告 
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○議長（谷口雅人）  日程第２、諸般の報告を行います。 

  お手元に配付のとおり、議員派遣及び委員派遣の結果報告書が提出されており

ますのでご報告いたします。 

 

  日程第３．議案第７１号から日程第１４．議案第８２号まで  １２案 

  一括上程 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３、議案第７１号 平成２９年度智頭町一般会計歳

入歳出決算の認定についてから、日程第１４、議案第８２号 平成２９年度智頭

町病院事業会計決算の認定についてまでの、１２議案を一括して議題とします。 

  この１２議案については、９月６日の本会議において決算特別委員会に付託し

ておりますので、審査の結果について、決算特別委員長の報告を求めます。 

  １１番、大藤克紀議員。 

○１１番（大藤克紀）  ９月６日の本会議において、決算特別委員会に付託され

た議案について、慎重に審査いたしましたので、その結果について報告します。 

  今期定例会において付託を受けた、議案第７１号 平成２９年度智頭町一般会

計歳入歳出決算の認定について、議案第７２号 平成２９年度智頭町国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７３号 平成２９年度智頭

町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７４号 平成２９

年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案

第７５号 平成２９年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、議案第７６号 平成２９年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、議案第７７号 平成２９年度智頭町農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７８号 平成２９年度智頭町介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７９号 平成２９年度智頭

町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第８０号 

平成２９年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案

第８１号 平成２９年度智頭町水道事業会計決算の認定について及び議案第８２

号 平成２９年度智頭町病院事業会計決算の認定については、９月６日、１０日

及び１４日に委員会を開き、慎重に審査した結果、妥当なものと認め、原案のと
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おり認定すべきものと決定いたしました。 

  以上で、本委員会における審査結果の報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  決算特別委員会委員長の報告は終わりました。 

  これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  以上で、決算特別委員長に対する質疑を終わります。 

  日程第３、議案第７１号 平成２９年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７１号 平成２９年度智頭町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は認定とするものです。 

  この決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第４、議案第７２号 平成２９年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７２号 平成２９年度智頭町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第５、議案第７３号 平成２９年度智頭町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７３号 平成２９年度智頭町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第６、議案第７４号 平成２９年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７４号 平成２９年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第７、議案第７５号 平成２９年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定についての討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７５号 平成２９年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第８、議案第７６号 平成２９年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７６号 平成２９年度智頭町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第９、議案第７７号 平成２９年度智頭町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７７号 平成２９年度智頭町農業集落排水事業特別会計歳入



－１０－ 

歳出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第１０、議案第７８号 平成２９年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７８号 平成２９年度智頭町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第１１、議案第７９号 平成２９年度智頭町介護保険サービス事業特別会

計歳入歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７９号 平成２９年度智頭町介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 



－１１－ 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第１２、議案第８０号 平成２９年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８０号 平成２９年度智頭町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定することに決定しました。 

  日程第１３、議案第８１号 平成２９年度智頭町水道事業会計決算の認定につ

いての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８１号 平成２９年度智頭町水道事業会計決算の認定につい

てを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定とすることに決定しました。 

  日程第１４、議案第８２号 平成２９年度智頭町病院事業会計決算の認定につ

いての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



－１２－ 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８２号 平成２９年度智頭町病院事業会計決算の認定につい

てを採決します。 

  この決算に対する委員長報告は、認定とするものです。 

  この決算は、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、認定とすることに決定しました。 

 

日程第１５．議案第６９号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１５、議案第６９号 専決処分についての討論を行

います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第６９号 専決処分についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第１６．議案第７０号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１６、議案第７０号 専決処分についての討論を行

います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



－１３－ 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第７０号 専決処分についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第１７．議案第８３号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１７、議案第８３号 平成３０年度智頭町一般会計

補正予算（第３号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８３号 平成３０年度智頭町一般会計補正予算（第３号）を

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８．議案第８４号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１８、議案第８４号 平成３０年度智頭町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 



－１４－ 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８４号 平成３０年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９．議案第８５号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１９、議案第８５号 平成３０年度智頭町公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８５号 平成３０年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０．議案第８６号 

 



－１５－ 

○議長（谷口雅人）  日程第２０、議案第８６号 平成３０年度智頭町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８６号 平成３０年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１．議案第８７号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２１、議案第８７号 平成３０年度智頭町介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８７号 平成３０年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 



－１６－ 

 

日程第２２．議案第８８号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２２、議案第８８号 平成３０年度智頭町水道事業

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８８号 平成３０年度智頭町水道事業会計補正予算（第２

号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２３．議案第８９号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２３、議案第８９号 平成３０年度智頭町病院事業

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第８９号 平成３０年度智頭町病院事業会計補正予算（第２

号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 



－１７－ 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２４．議案第９０号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２４、議案第９０号 町長の専決事項の指定の一部

改正についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第９０号 町長の専決事項の指定の一部改正についてを採決し

ます。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２５．議案第９１号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２５、議案第９１号 智頭町税条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第９１号 智頭町税条例の一部改正についてを採決します。 



－１８－ 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２６．議案第９２号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２６、議案第９２号 国民健康保険智頭病院看護師

奨学金貸与条例の一部改正についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第９２号 国民健康保険智頭病院看護師奨学金貸与条例の一部

改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２７．議案第９３号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２７、議案第９３号 人権擁護委員の推薦につき意

見を求めることについてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 



－１９－ 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第９３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

てを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。 

 

日程第２８．議案第９４号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２８、議案第９４号 智頭町教育委員会委員の任命

についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから、議案第９４号 智頭町教育委員会委員の任命についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １１名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。 

 

日程第２９．陳情について 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２９、陳情についてを議題とします。 

  ９月６日の本会議において、所管の常任委員会に付託した陳情について、審査

が終了した旨報告がありましたので、常任委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員長に審査の結果の報告を求めます。 



－２０－ 

  １０番、酒本敏興議員。 

○１０番（酒本敏興）  総務常任委員会における、陳情についての審査結果を報

告します。 

  ９月６日に本会議において付託を受けた陳情について、９月１３日に委員会を

開き、慎重に審査した結果、陳情第１８号 陳情書 智頭小・中学校のエアコン

設置については採択、陳情第１９号 沖縄県による「辺野古沿岸埋め立て承認撤

回の意志」を尊重するよう日本政府に求める意見書提出についての陳情は不採択

すべきものと決定をいたしました。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  委員長報告は終わりました。 

  これから、委員長報告に対する質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で、質疑並びに討論を終結し、直ちに採決します。 

  委員長報告は、陳情第１８号 陳情書 智頭小・中学校のエアコン設置につい

ては採択、陳情第１９号 沖縄県による「辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」

を尊重するよう日本政府に求める意見書提出についての陳情は不採択です。 

  お諮りします。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり決定しました。 

  次に、民生常任委員長の審査結果の報告を求めます。 

  ４番、河村仁志議員。 

○４番（河村仁志）  民生常任委員会における、陳情についての審査結果を報告

します。 



－２１－ 

  ９月６日に本会議において付託を受けた陳情について、９月１２日に委員会を

開き、慎重に審査した結果、陳情１１号 旧富沢小学校から出合橋間の、道路拡

幅及び改良の要望書は採択、陳情１２号 中原部落地内の土木・公共施設等の改

善について（山木・中原間の歩道の照明設置について）は採択、陳情１３号 中

原部落地内の土木・公共施設等の改善について（鳥取自動車道の防音壁の設置に

ついて）は採択、陳情１４号 中原部落地内の土木・公共施設等の改善について

（中澤一博宅前の歩道の拡張について）は採択、陳情１５号 中原部落地内の土

木・公共施設等の改善について（中澤福子宅及び藤原俊明宅裏の地盤の陥没対策

について）は採択、陳情１６号 尾ノ見谷川（千代川支流）護岸整備に係る陳情

書は採択、陳情１７号 尾見バス停付近護岸補修整備に係る陳情書は採択すべき

ものと決定しました。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  委員長報告は終わりました。 

  これから、委員長報告に対する質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で、質疑並びに討論を終結し、直ちに採決します。 

  委員長報告は、陳情第１１号 旧富沢小学校から出合橋間の、道路拡幅及び改

良の要望書は採択、陳情第１２号 中原部落地内の土木・公共施設等の改善につ

いて（山木・中原間の歩道の照明設置について）は採択、陳情第１３号 中原部

落地内の土木・公共施設等の改善について（鳥取自動車道の防音壁の設置につい

て）は採択、陳情第１４号 中原部落地内の土木・公共施設等の改善について

（中澤一博宅前の歩道の拡張について）は採択、陳情第１５号 中原部落地内の

土木・公共施設等の改善について（中澤福子宅及び藤原俊明宅裏の地盤の陥没対

策について）は採択、陳情第１６号 尾ノ見谷川（千代川支流）護岸整備に係る

陳情書は採択、陳情第１７号 尾見バス停付近護岸補修整備に係る陳情書は採択



－２２－ 

です。 

  お諮りします。 

  本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、委員長の報告のとおり決定しました。 

 

日程第３０．発議第５号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３０、発議第５号 輝くまちづくり調査特別委員会

の設置についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  １０番、酒本敏興議員。 

○１０番（酒本敏興）  発議第５号 輝くまちづくり調査特別委員会の設置につ

いて。 

  本町の輝くまちづくりを推進するため、地方自治法第１０９条及び智頭町議会

委員会条例第５条の規定により、輝くまちづくり調査特別委員会を設置し、事

務・事業の調査を行うため発議する。 

  調査項目は、まちづくりについて。委員の定数は、１２人。調査地は、埼玉県

坂戸市、神奈川県三浦郡葉山町。本調査に要する経費は、予算の範囲内とする。

調査期間は、調査終了までとし、議会閉会中も継続して調査を行うものとするが、

おおむね１１月中とする。 

  以上、説明を終わります。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 

  これから、質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 



－２３－ 

  以上で、質疑並びに討論を終結します。 

  これから、発議第５号 輝くまちづくり調査特別委員会の設置についてを採決

します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時１０分 

再 開 午前１１時１０分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  ただいま設置されました、輝くまちづくり調査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第６条第４項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり指名

したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、お手元に配付の名簿のとおり選任することに決定しました。 

  暫時休憩します。 

休 憩 午前１１時１１分 

再 開 午前１１時１１分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  輝くまちづくり調査特別委員会の互選の結果、正副委員長が決まりましたので

ご報告します。 

  委員長に酒本敏興議員、副委員長に河村仁志議員。以上です。 

  なお、本案は委員長より、調査終了まで閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長の申し出のとおり、調査終了まで閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 



－２４－ 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、委員長の申し出のとおり、調査終了まで閉会中の継続調査と

することに決定しました。 

 

日程第３１．智頭町営火葬場調査特別委員会の調査結果について 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３１、智頭町営火葬場調査特別委員会の調査結果に

ついてを議題とします。 

  特別委員長より報告書が提出されています。 

  智頭町営火葬場調査特別委員会の報告を求めます。 

  ４番、河村仁志議員。 

○４番（河村仁志）  智頭町営火葬場調査特別委員会における調査結果を報告し

ます。 

  １、調査事件。老朽化した智頭町営火葬場の今後の運営について、調査・研究

すること。 

  ２、調査の経過。 

  （１）委員会の開催は、委員会１２回、小委員会１０回の計２２回。 

  （２）委員会による先進地視察調査は、鳥取県琴浦町、岡山県美作市、岡山県

真庭市の３施設。 

  （３）小委員会による聞き取り調査は、仏教会、火葬場管理人、火葬場近隣５

集落の計７者。 

  （４）委員会による説明会は、町内６地区で開催。 

  ３、調査の結果。 

  （１）総括意見。智頭町営火葬場は存続し、新たな施設を現在地以外に建設し

て、運営することが適当であるとの判断に至った。 

  （２）理由。 

  ア、町民世論の反映・尊重。議会は町の最高意思決定機関であり、町民の福祉

増進、向上のための活動に資するものであって、民意を代弁する合議制の機関で

あることから、町の重要政策については、町民世論を反映し尊重する姿勢を基本

とするべきものである。 



－２５－ 

  民意を把握するため、本特別委員会が行った聞き取り調査、説明会の結果をは

じめ、智頭町議会基本条例第５条に基づいて開催した、議会報告会における参加

者の意見を含めて総合的に勘案すると、存続を望む意見が多いと思量されること。 

  イ、執行機関における町民との情報共有・合意形成。平成２７年１２月策定の

智頭町公共施設等総合管理計画において、建てかえすると位置づけされているが、

執行機関は存続を断念し、鳥取県東部広域行政管理組合が運営する施設である因

幡霊場に、平成３１年度から加入したいとする方針を示している。また、この総

合管理計画第４章の５において、「施設の廃棄に当たっては、住民の理解と合意

形成が特に重要。十分な話し合いと時間をかけての合意形成が必要。」と明示さ

れているが、現状では執行機関において、町民との情報共有・合意形成に向けた

積極的な姿勢が見受けられないこと。 

  ウ、現施設は修繕対応での長期運営は不可。町営火葬場は昭和４０年に設置さ

れ、耐用年数の５０年を既に３年超過しており老朽化が進んでいる。これまで必

要に応じて修繕や器具の更新等が行われてきたが、限界が近づいており、従前と

同様な修繕対応では引き続いての安定した長期運営は不可能である。 

  このため、存続するに当たっては新たな施設を整備することにより、煙やにお

いの解消など環境保全的かつ火葬時間の短縮など効率的な機能を向上させること

が必須であること。 

  エ、現在地以外に新施設を建設することが最適。現施設を利用しながら新施設

に移行することで、試算では約１，７００万円となる、建設中の約３年間におけ

る因幡霊場の使用料差額の町負担が不要となることから、現在地以外に新たな用

地確保を行い、新施設を建設して運営することが最も適していると判断されるこ

と。 

  （３）留意事項。新施設の建設・運営に当たっては、経費の節減を徹底すると

ともに、町全体の各種事業内容・計画を精査検証し、持続的な行政運営に資する

よう一層留意する必要がある。 

  なお、町民並びに本特別委員会の委員の中からは、将来の財政運営を懸念して、

鳥取県東部広域行政管理組合が運営する施設に加入すべきであるとの意見があっ

たことを付記しておく。 

  また、委員会の調査過程における、委員個々の意見集約結果については、報告

書の添付資料２ページ、資料２に記載しています。 



－２６－ 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  委員長の報告は終わりました。 

  ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これをもって、智頭町営火葬場調査特別委員会の調査を終了します。 

 

日程第３２．閉会中の継続調査の申し出 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３２、閉会中の継続調査の申し出についてを議題と

します。 

  総務常任委員会、民生常任委員会、議会広報常任委員会、議会運営委員会の各

委員長から、会議規則第７５条の規定により、閉会中の継続調査の申し出が出さ

れております。 

  お諮りします。 

  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 

日程第３３．議員派遣の件 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３３、議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  議員派遣については、会議規則第１２０条の規定により、お手元に配付した資

料のとおり派遣したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 



－２７－ 

  よって、お手元に配付した資料のとおり、議員派遣することに決定しました。 

  以上で、本日の会議は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  平成３０年第３回智頭町議会定例会を閉会します。 

 

閉 会 午前１１時１９分 



－２８－ 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により次に署名する。 

 

  平成３０年９月１９日 

 

                智頭町議会議長  谷  口  雅  人 

 

                智頭町議会議員  大 河 原  昭  洋 

 

                智頭町議会議員  高  橋  達  也 

 

 


